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栄養士免許申請に必要な書類 
 

(1) 申請書  
(2) 戸籍抄本（謄本）又は住民票の写し（本籍地記載のもの）・・・６か月以内のもの  
(3) 卒業証明書＊１  
(4) 履修証明書  
(5) 収入証紙・・・５，６００円  

 
＊１ 卒業証書の写しでも可（原本を持参し、照合を受ける） 
 
栄養士法  
（栄養士の免許）  
第２条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において２年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者

に対して、都道府県知事が与える。 
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